
令和 2年 6月 23日 

 

保護者の皆様へ 

芦屋特別支援学校 

 

 

新型コロナウイルス感染予防を踏まえた学校生活について 

 

一斉登校の再開にあたって、文部科学省「学校の新しい生活様式」を踏まえながら、感

染のリスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を継続します。 

 

１ 基本的な考え方 

・「３密」（密閉・密集・密接）を回避します。 

・ 身体的距離（ソーシャルディスタンス）を確保します。 

・ マスクの着用、咳エチケットの指導をします。 

・ 手洗い・手指消毒（石けん・消毒薬の利用）を徹底します。 

・ 体温測定・健康チェックにご協力お願いします。 

 

２ 登下校 

・スクールバス内の密を避けるため、バスを増車（8月 31日まで）します。 

・スクールバス内の座席を工夫し、換気や消毒を徹底します。 

・乗車時、降車後の密を避けるため、靴の履き替え場所の変更や時間調整をします。 

・公共交通機関利用の自力通学生は、時差登校も可能とします。 

・教室に入ってすぐに手洗いを徹底します。 

・各家庭において、毎朝の検温・健康管理をお願いします。 

 

３ 授業 

・座席は、可能な限り距離をとって配置します。 

・教室は、休み時間ごとに窓を開ける等、冷房中も換気します。 

・授業は、なるべく接触を避けるよう配慮しながら行います。 

・長時間、近距離で対面形式（正面で向き合う）となる集団学習（図工・美術における

共同制作等）は、当面行いません。 

・感染の可能性が高いとされる学習活動（狭い空間や密閉状態で行う、歌唱・調理実習・

体育活動等）は当面行いません。高等部の「喫茶接客」「食品加工」については、必要

な措置を講じたうえで実施します。 

・指導の順序の変更等、各教科の年間指導計画を見通し、実施可能な範囲で調整しなが

ら行います。 

・授業中、可能な範囲でマスク着用を基本（体育等運動時除く）とします。 

 

（裏面あり） 



４ 給食 

・食事の前後の手洗いを徹底します。 

・歯磨き指導は、感染防止を十分に踏まえて行います。仕上げ磨きが必要な場合は、時

間短縮を意識して可能な範囲で行います。 

・配膳は、当分の間、教員が行います。 

・摂食にあたっては、飛沫を飛ばさないよう、例えば、なるべく机を向かい合わせにし

ない、向かい合わせの場合は十分に距離をとる、会話を控えるなどに留意します。指

導も可能な限り対面とならないよう配慮します。 

・児童生徒の実態に応じて、距離をとる、衝立等を間に置く等に配慮します。 

 

５ 清掃 

・給食前の机の拭き掃除は、教員が行います。 

・トイレ掃除は、教員が行います。 

・児童生徒は、掃き掃除や乾式モップでの拭き掃除に取り組みます。 

・下校後、使用した教室・トイレ等の消毒を行います。 

 

６ その他 

・学校医、学校薬剤師などと連携し、学校の保健管理体制を定期的に検証します。 

・施設設備上、また、児童生徒の実態等により、「可能な範囲」「可能な限り」「なるべく」

という表現になっています。ご了承ください。 

 


